
発電計画の提出

電力地産地消プラットフォームの運営開始について

協定締結４者(※)で構築を進めてきた電力地産地消プラットフォームが、４月から運営を開
始します。市域レベルでのエリアエネルギーマネジメントとして全国でも先進的なモデルで
あり、エネルギーの地産地消の促進により、脱炭素と地域経済好循環につなげていきます。

※小田原市、東京電力パワーグリッド（株）、東京電力ホールディングス（株）、湘南電力（株）

資料４
気候変動対策推進計画 第3章市域における脱炭素化施策【緩和策】
施策１ 再生可能エネルギーの導入促進

電力地産地消プラットフォームのイメージ図
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需給調整市場等 電力広域的運営推進機関

調整力保有者

EV・蓄電池等DR要請

調整力の供出

地産再エネの供給余剰電力の供給

※1 余剰電力・・・自社に設置した太陽光発電が発電した電気の内、自社で使いきれずに余った電力。自社の休場日等に発生。

※2 調整力・・・電力過不足に応じて、電力を供給したり使用したりする機能。電気自動車（EV）のバッテリー、蓄電池等が該当。

地域の再エネ電力を
選択できる

市内の住宅・事業所が、
“地域発電所” になる


